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自己株式の消却に関するお知らせ 
（会社法第 178 条の規定に基づく自己株式の消却） 

 

 

当社は、平成 22 年 3 月 23 日開催の取締役会において、会社法第 178 条の規定に基づき、 

自己株式の消却を行うことを決議しましたのでお知らせいたします。 

 

 

記 

 

 １. 自己株式の消却を行う理由 

資本効率の向上と発行済株式総数の減数を通じた株主利益の増進を図る観点から、保有する 

自己株式の消却を実施するものであります。 

 

 ２. 自己株式の消却の内容 

（1）消却する株式の種類 当社普通株式 

（2）消却する株式の数 3,000,000 株 

（消却前の発行済株式総数に対する割合 4.52％） 

（3）消 却 予 定 日 平成 22 年 3月 31 日 

  

（ご参考） 

消却後の当社の発行済株式総数は、63,386,718 株となります。 

  

以 上 


